
＜４月２５日現在＞ 
五島市心のふるさと市民 

  21,580人 
 

 おかげさまで 

      20,000人突破！  

Ｎｏ．１４６ 
令和元年５月発行 
バーチャル五島市発 

 福岡と東京で、「五島の日」をP Rするイベントを開催します。五島を体感できる楽しいイベント盛り
だくさん！つばきねこも遊びに行くから、みんなも来てね☺  

東 京 

 

✿ ✿ 

福 岡 

 

✿ ✿ 

＜イベント内容＞  
 ・510円均一の510物産展  
 ・ＭＡＳＨライブ  
 ・ＰＲクイズ大会  
 ・産品詰め放題（数量限定）  
 ・五島の魚介スープ無料試飲  
 ・つばきねこ登場！  

＜イベント内容＞  
 ・五島物産展  
  （ちゃんここ、かんころ餅など）  
 ・椿油体験  
  （ハンドエステ、バスボム作りなど）  
 ・かんころ餅つき体験  
 ・魚釣り体験  

＜椿油のハンドエステ体験＞  



ふるさと市民カードについて 
 

 ○「ふるさと市民カード」に有効期限はありません。発行から事情があって脱退 
  （ふるさと市民転出）するまで有効です。 
 ○「ふるさと市民カード」は表記人のみご使用ください。特典を受ける際にご提示 
  いただいておりますが、表記人本人様以外のご使用は認めておりませんので、ご 
  利用時はご注意ください。 
 ○転勤などで住所やメールのアドレスなど変更が生じた方はご連絡ください。 
  毎月一度の五島市からの連絡がない方は、ご連絡ください。 
  ○ふるさと市民の特典を受ける際は事前に特典提供先にご確認ください。 
 ○コースの変更をご希望の方は事務局までご一報ください。 
  例えばメル友コース（無料）から「心の友コース」（年間１０００円）へ変更 
  したい方などです。 
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心のふるさと市民事務局からのお知らせ 

五島市市章 

 ふるさと市民を募集しています。 
  五島市外にお住まいで、五島市を愛する方なら 
 どなたでもなれます。ぜひ、ご友人、職場の方にも 
 ご紹介ください。 

五島市心のふるさと市民  検索 

 

 
 
 
 
 
 

✿ ✿ 

 4月2 1日（日）、名古屋で開催され
た「東海五島会」に、ふるさと納税のＰ
Ｒのため五島市からも参加しました。  
アットホームな雰囲気で、とても楽し
い会でした。  
 ご寄附いただきました会員の皆様、
本当にありがとうございました。  

 全国各地で、長崎県や五島に縁のある方などを会員とする郷土人会が開催されています。  
遠く離れた五島の思い出を、一緒に語り合いませんか。ただいま会員募集中です！  

   

 ●日時 6月15日(土)  開会12：00 
 ●会場 ホテルグランドパレス 2Ｆ 
      （東京都千代田区） 
 ●会費 男性10,000円、女性7,000円 
      30歳未満半額、学生無料 
 ●申込先 東京石城会事務局 
       （高栄警備保障㈱内）   
        ☎03-3374-7853  

    
 ●日時 6月8日（土）  
      12：00～15：00 
 ●会場 ホテルレオパレス博多   
      （福岡市博多区） 
 ●会費 7,000円 
 ●申込締切 5月10日（金） 
 ●申込先 福岡五島市交流会  
        ☎090-2008-8232（柏） 

 ●日時 6月2日（日）  
      開会 12：30 
 ●会場 ホテルアジュール竹芝   
      （東京都港区） 
 ●会費 男性8,000円、女性7,000円 
 ●申込締切 5月20日（月） 
 ●申込先 富江を愛する会  
        ☎090-8911-9822（石部） 
 

   
 ●日時 5月26日（日）  
      開会 12：00 
 ●会場 道頓堀ホテル   
      （大阪市中央区） 
 ●会費 男性9,000円、 女性7,000円 
 ●申込締切 5月10日（金） 
 ●申込先 関西岐宿会事務局  
        ☎072-630-6270（入江） 

東海五島会におじゃましました。 

 
 長崎県内で、移住トップクラス（Ｈ3 0年度は、移住者2 0 2人）の五島市では、市外からの移住及び
市内での定住の促進を図るため、空き家を探しています。  
 五島市に空き家をお持ちの方は、ぜひご協力ください。  

・空き家を貸したいけど、長年使用   
していないので改修が必要だ。  
 
・荷物がたくさん残っていて撤去で
きない。  
 
・きれいにして、移住希望者や新婚
家庭に空き家を提供したい。  

こんなことでお悩みの方・・・ 

・空き家の改修１件当たり上限  
１００万円補助します。  
 
・不要物の撤去及び運搬について
も補助が使えます。  
 
・空き家バンクに登録することで、
経費の一部を助成します。  

私たちがサクっと解決！！ 

●問合せ  五島市地域協働課  移住定住促進係（担当：木場）   ☎０９５９－７６－３０７０（直通）  

賃貸・ 
売買物件
の登録 

 市の担当 
者による 
現地調査 

空き家 
バンク 
情報提供 

利用者 
現地見学 

物件交渉 

「空き家バンク」の流れ  ※詳しくは、ＨＰまたは同封
のチラシをご覧ください。 


